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一般社団法人日本港運協会（以下「日港協」
という）と全国港湾労働組合連合会（以下「全
国港湾」という）及び、全日本港湾運輸労働
組合同盟（以下「港運同盟」という）は、20
22年度の李王同条件改善について、下記の通
り協定する。

記

１．大幅賃上げ、並びに産別制度賃金
の引き上げについて

（1）労働環境整備のための取り組みの促進
① 日港協並びに港運元請各社は、政府
の進める「価値創造のための転嫁円滑
化」施策（以下「政府施策」という）
を積極的に推進し、港湾労働者の賃金
引上げ・雇用環境整備に資するため、
2021年春闘協定第3項－（3）に基づ
き、適正料金の確保に取り組む。この
取り組みを通じて日港協は各個別（専
業・検査・関連）交渉や地区労使交渉
を後押しし、魅力ある港湾労働環境整
備が行えるよう誠実に対応していく。
② この政府施策を推進する取り組み
は、来年度以降も継続する。

（2）産別賃金制度について
① 日港協は、産別制度賃金に係る労使
間の議論に縛られることなく、必要な
労使協議の継続を以て、良好な労使関
係を構築するよう努める。

② 産別最低賃金、あるべき賃金、産別
基準賃金、及び標準者賃金の改定につ
いては、22春闘とは切り離し、継続協
議する。

２．港湾の自動化・機械化に対する基
本的スタンスについて

（1）ＲＴＧの遠隔操作化事業について
① 日港協は、「港湾におけるＲＴＧの遠
隔操作化に関する確認者（20年10月29
日付）」並びに、関係港における確認書
（地区労使・企業内労使）を遵守する。
② 不履行が発生した場合、その是正が
行われるまで当該港でのＲＴＧ遠隔操
作作業は行わないこととする。

（2）港湾の労使関係を無視した、一方的な
港湾「合理化」には反対であることを産
別労使の基本スタンスとして確認する。
今後、自動化をはじめとした「合理化」
が計画された場合、その導入には労使合
意を前提とする。

３．職域・業域の確保・拡大、港湾労
働法の全港・全職種適用について

（1）日港協は18春闘協定を再確認する。こ
の合意に基づき、早急に港労法問題労使
検討委員会を開催し、港湾労働法の全港
・全職種適用に向けた具体的施策を検討
し、時期を見定め労政審港湾労働専門委

員会に対する具申についても協議・検討
する。

（2）港運労使は、インランドデポ・港頭地
区や隣接地区の物流倉庫が、港湾運送事
業者の業域並びに、港湾労働者の職域と
なるよう取り組む。具体的取り組みにつ
いは実態調査を行うなど、労使政策委員
会で検討する。

４．魅力ある港湾労働の確立／労働条
件・労働環境整備の課題について

（1）日港協は、政府施策の取り組みを推進
し、港運料金の底上げと、2021年春闘協
定第3項－（3）に基づき、次の労働環
境の整備とその実現を促進する。
① 週休二日制の未実施企業について
は、（以下「21春闘協定」）早急に実施で
きるように引き続き当該労使での協議
を促す。なお、検数・検定については土
曜休日・休暇の代休は原則取得させる。

② （以下「21春闘協定」）2025年を待
たず65歳定年制を実施するよう促すと
ともに、そのために、必要に応じて進
捗状況の調査を行う。

③ 日港協は、関連職種の「週休二日制、
時間外分母短縮」について、21春闘合意
にもとづき、地区労使協議・個別元請
け事業者との協議を促進し、22年4月
1日実施に向けて努力し、具体化でき
た労使毎に速やかに実行（22年4月1
日遡及）に移す。

（2）検査事業に係る諸課題について
① 日港協は、指定事業体に関する21春
闘協定及び同覚書を履行する。

② 日港協は、政府施策を推進し、港運料
金の底上げを図り四検事業者が進める
指定事業体からの労働者の採用などの
取り組みが、円滑に行えるよう支援を
行う。具体的な進め方については、労使
で継続的に協議し、早急に解決を図る。

③ 指定事業体において検査業務に就労
し、48歳以上で本体検査事業者に入会
した労働者の港湾労働者年金適用とす
る制度改定の可否については、労使に
よる専門委員会を設置し継続協議す
る。

④ 標準者賃金の適用者要件、「年齢35
歳・有資格者」とする改定を前提とし、
次年度（23年度）実施を目標に検数・
検定小委員会で協議する。

（3）年末年始特別例外荷役について、その
労働条件について十分な時間的猶予をも
って労使協議を行い、その可否について
中央労使で判断する。

５．安心・安全の諸課題について

（1）日港協、及び加盟各店社は、「感染症
（新型コロナウイルス等）に関する確認
書（20年6月30日付）1項」にもとづく、
職場での予防措置の徹底を図り、新たな
具体的対応が必要な場合は、中央安全専
門委員会で対応する。

（2）放射線量検査に携わった労働者の健康
維持に留意し、港湾労使は放射線被害対
策健康診断制度（仮称）を創設する。な
お、具体的内容については、中央安全専
門委員会で協議し、年度内に制度設計を
図れるよう努力する。

（3）石綿被災対策に係る補助金における事
項については、労使石綿対策小委員会で
協議する。

（4）遺族補償・障害等級1級から3級の労
働災害補償金は、4，000万円を目標とし
て、日港協加盟各社は努力する。今後は、
21春闘合意にもとづくＷＧで進捗状況を
検証し、必要に応じ関係労使で協議する。

６．港湾労使が労働環境整備の必要条
件を創生する課題

（1）事前協議制度の一部改訂および「厳正
運用」について
① 事前協議制度の厳正運用を図るため
に、現状の「報告・通知」の措置は現
状を見極め、中央・地区にて協議でき
るよう措置する。

② 事前協議の作業体制に関連を付記す
ることについては、各関係する地区労
使で対応する。

③ 物流施設の建設・稼働に当たって、
港湾労働秩序の維持並びに港湾労働者

の雇用と職域を確保するために、施設
事案の厳正運用に必要な規定（別添）
を確認し、運用する。

（2）適正料金収受プロジェクトチーム（以
下「Ｐ／Ｔ」と略す）の取り組みについて
① Ｐ／Ｔとして、業種・業界にとらわ
れず、広く良い事例を収集することを
目標に、2023年3月末を目途に、トラ
ック事業の標準運賃制度について講習
を受ける場を作る。

② Ｐ／Ｔとして所管行政との意見交換
をする場を早急に設け、この取り組み
を通じて適正料金収受に向けた協議を
深化させる。

（3）非効率石炭火力発電施設の休・廃止に
伴う雇用問題について、国土交通省・厚
生労働省・資源エネルギー庁への働きか
けや、政党要請、電力事業団体など関係
者への要請など労使共同の取り組みを促
進する。とくに、資源エネルギー庁との
協議の場を早急に設け、労使の問題意識
を所管行政に持ち込み対策を協議する。

（4）港湾運送・港湾労働に係る法改正を含
めた政府の諸施策については、港運への
影響を労使で精査・協議する体制を以て
対処する。

以上
2022年（令和4年）11月28日

一般社団法人日本港運協会（以下 : 日港協）と全国港湾労働組合連合会（以
下 : 全国港湾）は、2021年に横須賀新港ふ頭にフェリーが就航したことに伴う
港湾労働者の雇用と就労を確保するために下記の確認書を締結する。

記

1．日港協は、関係地区港運協会（神奈川・横須賀）、全横浜港湾労働組合
連合会、及び、全国港湾は、横須賀新港ふ頭にフェリーが就航したことに
伴う港湾労働者の雇用と就労を確保するために四者協議を行う。
2．四者協議において、合意に達した場合、確認書を締結する。

以上
2022年11月28日

一般社団法人日本港運協会（以下 : 日港協）と全国港湾労働組合連合会（以
下：全国港湾）は、秋田・船川港における港湾労働者の雇用と就労を確保す
るために、産別労使協定遵守並びに港湾運送秩序の確立について、下記の確
認書を締結する。

記

1．日港協は、東北港運協会と東北地区港湾労働組合協議会が合意した確認
書（22年4月20日付）を尊重し、東北港運協会と連携し、秋田・船川港に
おける新規参入に因る混乱を生じさせないよう、港運秩序に資する方策を
早急に講じる。

以上
2022年（令和4年）11月28日

＜参考＞ 東北地区労使の確認書（22年4月20日付）

（別添）

事前協議の施設事案に関する協定見直し

＜現行＞
1．（2）荷主・メーカー等が、港頭地区において港湾作業部門へ進出する件

なお、当面の対象範囲は、自営、系列会社の新免あるいは既存港湾事
業者の起用に拘わらず次の通りとする。
鋼材流通センター 自動車専用埠頭 サイロ コールセンター その
他荷主流通センター

＜改定＞
1．（2）荷主・メーカー等（港運事業者を含むすべての分野）が港頭地区におい

て港湾作業を伴う物流施設を整備し、運営（既存施設のテナント変更を含
む）する件

＜追加＞
Ｂ．荷主・メーカー等（港運事業者を含むすべての分野）が港頭地区において港湾
作業を伴う物流施設を整備し、運営（既存施設のテナント変更を含む）する件に
係る事前協議申請書類の記載事項は次の通りとする。

当該施設の （1）建設場所
（2）建設工期 着工日 完工日（予定）
（3）営業開始年月日
（4）施設の名称
（5）施設の概要

①構造○○造り、○○建て ②敷地面積 ③建設面積 ④延床
面積 ⑤取扱貨物及び年間取扱量

（6）運営（作業）体制
元請会社、作業会社、検数、検量

（7）別添として、位置図・平面図・立面図
（8）申請者は、上記に基づき協議され実施されている事案につい
て、申し入れ事項に変更が生じた場合は、制度の信義に基づき事
前に連絡するものとする。

〈参考〉

確 認 書

1．東北港運協会と東北地区港湾労働組合協議会（以下東北港湾という）は、
2022年4月20日に、以下の確認書（以下2者確認書という）を締結した。

（2者確認書）
2022年1月19日、秋田海陸運送株式会社、日本通運株式会社秋田支店、
能代運輸株式会社（以下関係使用者企業という）と、全国港湾労働組合連
合会（以下全国港湾という）、東北地区港湾労働組合協議会（以下東北港
湾という）、秋田県港湾労働組合協議会（以下秋田県港湾という）、との
間で確認書（以下6者確認書という）を取り交わした。

2．東北港運協会と東北港湾は、6者確認書に基づき秋田港における労働者の
雇用確保と福祉の向上に関し、港湾運送の秩序維持、港湾労働の安定化を図
ることを確認する。

以上
2022年4月20日

仮 協 定 書
横須賀新港ふ頭へのフェリーの就航に係る雇用と
就労に係る確認書

確 認 書


